
世の中が複雑化するにつれ、日常生活の中にも様々な問題や悩みごとなど多く出てきます。

法律に関してわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

女性の弁護士が相談に応じます。女性のための相談室です。

相談日
令和４年１０月１９日（水） ※１人３０分（延長不可）

①１３時３０分～ ②１４時１５分～ ③１５時００分～ ④１５時４５分～

相談員 弁護士 安田英里佳 （札幌弁護士会）

《 ご利用できる方 》

＊ 道内に在住する女性

＊ 「ＺＯＯＭ」を使用できる方

＊ 相談員と顔を合わせながらの相談をご希望の方

《 申 込 方 法 》

★ 事前予約制

★ 女性プラザホームページの「オンライン法律相談申し込みフォーム」より

「ｈｔｔｐｓ：//ｌ－ｎｏｒｔｈ．ｊｐ/」（ｌは小文字のＬ） お申し込みください。

・ 後日、お知らせいただいたメールアドレス宛にご連絡させていただきます。

・ 相談時間はご希望どおりにならない場合がございます。

北海道立女性プラザ
指定管理者：
公益財団法人北海道女性協会

札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２・７ ６Ｆ

☎ （０１１） ２５１－６３４９ （月～土：9時～17時）

※オンライン相談にかかる
通信料(パケット代)
は自己負担となります。


